
狩猟免許試験における注意について 

 

災害その他やむを得ない事由により試験を中止する場合があります。引き続き試験に係

る注意・変更などは県の自然共生推進課ＨＰで掲載しますので、今年度、狩猟免許試験の受

験を予定されている方は、お手数ですが定期的にＨＰ等のご確認をお願いします。  

 

自然共生推進課ＨＰ → https://www.pref.yamanashi.jp/shizen/  

 
(注) 郵送により申請し、申請期間内の消印を有効とします。消印日による先着順（同日

付の場合は抽選）で定員まで受け付けを行い、定員に達した場合は、申請期間内でも
申請を受け付けません。 

※ １種類の免許を受験するのに１日かかります。２日連続の受験（２種類）も可能です  
が、申請書類、手数料は２回分必要となります。  

※ いずれの試験日であるかは、申請書受理後、山梨県が指定します。 
 
○ 次ページの注意事項をご確認の上、申請手続きを行ってください。 

  

 試験内容 実施日時 試験場所 申請期間 

第
１
回
（
定
員
１
５
０
名
） 

網猟 

わな猟  

第一種銃猟 

第二種銃猟 

令和５年  

８月５日（土）～  

８月６日（日）  

午前９時２０分から 

午後４時まで 

山梨県立  

青少年センター 

リバース和戸 

（甲府市川田町 517） 

TEL：055-237-5311 

令和５年 

５月２２日（月）～  

６月２３日（金）  

(注) 

第
２
回
（
定
員
１
５
０
名
） 

網猟  

わな猟  

第一種銃猟  

第二種銃猟 

令和６年 

１月１３日（土）～ 

１月１４日（日） 

午前９時２０分から 

午後４時まで 

山梨県立  

青少年センター 

リバース和戸 

（甲府市川田町 517） 

TEL：055-237-5311 

令和５年 

１０月２３日（月）～  

１１月２４日（金）  

(注) 

https://www.pref.yamanashi.jp/shizen/


  

○申請時の注意  

 

・ 申請書の提出先 

〒400-8501 甲府市丸の内 1-6-1 山梨県 自然共生推進課あて 

郵送のみ、受付けます。手渡し、消印のない封筒、消印が申請期間外の封筒及び内容

に不備のある書類は受付できません。 

・ 会場収容人数の関係から、１５０名を定員とします。そのため、網猟・わな猟６０名、

第一種銃猟・第二種銃猟４６名、一部免除者４４名それぞれで消印による先着順（同

日付の場合は抽選）で受付します。  

・ 定員に達した時点で受付を終了します。  

・ 定員に達した場合は、試験種類毎に県自然共生推進課ＨＰ上でお知らせします。 

・ 受付できなかった場合、申請書一式はそのままご返送します。返送した申請書は日付

を見え消しで修正し、次回に使用できます。  

・ 試験日の指定はできません。  

・ １種類の免許を受験するのに１日かかります。２日連続の受験（２種類２日受験） は

可能ですが、申請書類と手数料は２回分必要となります（診断書は片方のみコピーで

かまいません）。また、定員により両方もしくはどちらかが受付できないことがあり

ます。  

 

 

○受験時の注意  

 

・試験受験者は上履きをご持参ください。 

・発熱、咳など体調に異常があるときは、受験をお控えください。また、この場合は手 

数料を返還できません。あらかじめご承知ください。  

・会場にお越しの際はマスクなどを着用の上、適時手の消毒を行い、他受験生との間隔 

を保ち行動してください。 

・ゴミは持ち帰りをお願いします。  


